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概要 

本資料は道路事業における環境影響評価の７．水 質 7.3 水底の掘削等に係る水の濁りを対象に環境影響評価を行う場

合の一般的な技術手法を示したものである。事業特性の把握、地域特性の把握、調査、予測、環境保全処置の検討及び評

価を行う場合の具合的手法を示し、その内容に解説を加えた。 

平成19年度版においては道路事業に係る環境影響評価の項目及びに当該等項目に係る調査、予測及び評価を合理的

に行うための手法を選定するための指針、環境の保全の為の処置に関する指針等を定める省令（平成十年建設省令第十

号）の平成18 年3 月の改正に伴い改正を行った。 

キーワード： 

環境影響評価技術、道路事業、水 質 

 

Synosis 

 

This document introduces general technological method for performing environment impact assessments aimed at midiness of 

water caused by digging riverbed. The document in traduces specific method used to clarify project characteristics and clarify 

regional characteristics induct surveys, make prediction, study environmental conservation measures, and perform 

assessment. The document presents to commentaries on it contents. 

 

In the version in 2007, the document in revised based on revision of ministerial order for Environment impact assessment pf 

road project. 
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7.3 水底の掘削等に係る水の濁り（参考項目以外の項目）

水底の掘削等に係る水の濁りについての調査は、予測に必要な浮遊物質量の現況濃度

や現況データ等の把握を目的として、掘削等を実施する公共用水域の水質及び水象等の

状況を対象に行う。予測は、拡散式による計算等により水質濃度を対象に行う。予測結

果から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、環境保全

措置の検討を行う。評価は、回避・低減及び環境基準等との整合性の観点から行う。

なお、ここでいう公共用水域とは、「7.1 休憩所の供用に係る水の濁り及び水の汚

れ」に記載されているとおりである。

7.3.1 事業特性の把握 7.3.2 地域特性の把握
１）対象道路事業の工事計画の概要 １）自然的状況
①対象道路事業実施区域の位置 水象の状況
②対象道路事業に関わる工事計画の概要

7.3.3 項目の選定
公共用水域において、掘削及び浚渫等により水底の改変を伴う工事が予想される場合。

ただし、直接流水又は湖水、海水と接しない工事は対象としない。

7.3.4 調査の手法
浮遊物質量の濃度、流速及び流向、水底土砂の粒度分布を既存資料調査により行う。

資料若しくは文献がない場合又は不備な場合は現地調査によりこれを補う。

7.3.5 予測の手法
拡散式による計算等を用いて、水底の掘削等により発生する浮遊物質量の濃度と拡散

範囲を予測する。

7.3.6 環境保全措置の検討
①予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっ
ては、実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減すること及び国又は関
係する地方公共団体の基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置
の検討を行う。

②①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れ
られているかどうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されてい
るかどうかを検証する。

③①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の
状況の変化及びそれに伴う環境への影響を明らかにする。

7.3.7 評価の手法
①事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価
する。

②国又は関係する地方公共団体の基準又は目標と整合が図られているかどうかを評価
する。

図－7.5 水底の掘削等に係る水の濁りの環境影響評価における調査、予測及び評価の流れ

Ver.2-1
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7.3.1 事業特性の把握

事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、水底の掘削等に係る水の濁りの項

目の選定、調査及び予測の実施に関連する以下の内容を把握する。

１）対象道路事業の工事計画の概要

(1) 対象道路事業実施区域の位置

(2) 対象道路事業に関わる工事計画の概要

【解 説】

これらの事業特性は、項目の選定、調査の実施、予測の実施に必要になる。

１）項目の選定に係る事業特性

「対象道路事業実施区域の位置」は、公共用水域との位置関係を把握するために必要

である。また、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、掘削及び浚渫等による水

底の改変を伴う工事の有無を把握するために必要である。詳細は、「7.3.3 項目の選定」

を参照のこと。

２）調査に用いる事業特性

「対象道路事業実施区域の位置」、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、調

査地域、調査地点を設定するために必要である。詳細は、「7.3.4 調査の手法」を参照

のこと。

３）予測に用いる事業特性

「対象道路事業に関わる工事計画の概要」は、掘削及び浚渫等による水底の改変を伴

う工事の種類を把握し、発生負荷量を算定するために必要である。詳細は、「7.3.5 予

測の手法」を参照のこと。

Ver.2-1
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7.3.2 地域特性の把握

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲についての入手可

能な最新の文献その他の資料（出版物等であって、事業者が一般に入手可能な資料）
＊１

に基づき、水底の掘削等に係る水の濁りの項目の選定に関連する以下の内容を把握す

る。

１）自然的状況

(1) 水象、水質、底質その他の水に係る環境の状況

①水象の状況

河川、湖沼及び海域の分布の状況

【解 説】

これらの地域特性は、項目の選定を検討するために必要になる。

項目の選定に係る地域特性としては、「水象の状況」から、対象道路事業実施区域の

位置と公共用水域との位置関係を明らかにし、掘削等を実施する公共用水域を把握する

ものとする。

*1「入手可能な最新の文献」

文献の例を表－7.15に示す。

表－7.15 地域特性の項目と資料の例

地域特性の項目 文献・資料名 文献・資料から抽出する内容 発行者等

自 水象の状況 河川図 河川、湖沼及び海域の分布の状 国又は都道府
然 公 共 用 水 域 の 況 県
的 管内図
状
況 地形図 国土地理院
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7.3.3 項目の選定

本項目の選定は、公共用水域において、掘削及び浚渫等により水底の改変を伴う工

事を実施する場合に行う。ただし、直接流水又は湖水、海水と接しない工事は対象と
＊１

しない。

【解 説】

本項目の選定にあたっては、「7.3.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業

実施区域の位置」、「対象道路事業に関わる工事計画の概要」と「7.3.2 地域特性の把

握」で得られた「水象の状況」から環境影響が相当程度となるおそれがあるか否かによ

り判断し、選定する場合には、その理由を明らかにするものとする。

*1「直接流水又は湖水、海水と接しない工事」

通常の河川等において行われる仮締切り、切回し水路の設置、ケーソン工等の工

事を指す。これらいずれかの工事等が予想される場合は、項目を選定する必要はな

い。

しかし、海域等において行われる場合では、仮締切りのような対策は困難であり、

またケーソン工を適用しても準備工の段階で大規模な掘削や水中発破を要する場合

がある。このような場合は、項目を選定するものとする。
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7.3.4 調査の手法

１）調査すべき情報

掘削等を実施する公共用水域の水質の状況、水象の状況、水底の土砂の状況を調
＊１ ＊２ ＊３

査する。

２）調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は既存資料調査とし、文献その他の資料による情報の収集及

び当該情報の整理により行う。資料若しくは文献がない場合又は不備な場合は

現地調査によりこれを補う。現地調査は、関係法令、指針等に示される方法に基づ
＊４

いて実施する。

３）調査地域

調査地域は、公共用水域において、水底の掘削等を予定している水域及びその周

辺水域とする。

４）調査地点

調査地点は、調査地域において水質の状況、水象の状況及び水底の土砂の状況を

適切に把握できる地点とする。

５）調査期間等

調査期間は、水質の状況、水象の状況及び水底の状況を適切に把握できる期間及

び頻度とする。
＊５

【解 説】

調査は浮遊物質量の濃度、流速及び流向、水底土砂の粒度分布を既存資料調査を基本

に行うものであり、予測・評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。

*1「水質の状況」

バックグラウンド濃度を把握するため浮遊物質量の濃度を調査する。調査結果は、

月別に日間平均値を示し、さらにそれらのデータを基に年間平均値等を示すものと

する。

*2「水象の状況」

拡散式の予測条件及び拡散式による流況と現況との比較のため、流速及び流向を

調査する。調査結果は、流向及び流速を適切に把握できるよう図等に示す。

*3「水底の土砂の状況」

事業の実施により発生する浮遊物質量の発生原単位を算出するために、水底土砂

の粒度分布を調査する。必要に応じて粒径加積曲線等を用いて適切に示す。

*4「現地調査」

水質及び水象の現地調査は、「水質汚濁に係る環境基準について」、「水質調査方

法」及び「海洋観測指針」等に示される方法を参考にして行う。また、水底の土砂

の粒度分布については、日本工業規格Ａ1204に従い調査する。

*5「適切に把握できる期間及び頻度」

現地調査を行う場合の調査期間及び頻度については、以下のとおりとする。
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水質の状況は、原則として、月１回、１年以上とする。

水象の状況は、原則として、河川の場合は、月１回、１年以上とし、閉鎖性水域

の場合は、15日連続測定を成層期（夏季）及び循環期（冬季）にそれぞれ年１回、

１年以上の測定とする。

水底の土砂の状況については、１回以上とする。

ただし、水質の変動が少ない水域における水質の調査や水位の変動が少ない水域

における水象の調査に関しては、適宜調査回数を減じても差し支えない。
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7.3.5 予測の手法

１）予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、拡散式を用いて、水底の掘削等により発生する浮遊物質
＊１

量の濃度及びその拡散範囲を予測する。

２）予測地域

予測地域は、公共用水域において、水底の掘削等を予定している水域及びその周

辺水域とする。

３）予測地点

予測地点は、水底の掘削等に係る水の濁りの影響を受ける水域の範囲とする。

４）予測対象時期等

予測対象時期は，工事の実施による水底の掘削等に係る水の濁りの環境影響が最

大となる時期とする。原則として発生負荷量が最大となる時期とする。

５）予測の不確実性

新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積され

ていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度
＊２

を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしな

ければならない。

【解 説】

環境影響評価実施の段階で、対象事業以外の事業活動等によりもたらされる水底の掘

削等に係る水の濁りを、当該事業以外の事業に対する環境影響評価結果等で具体に把握

できる場合、この影響も勘案して予測を行う。

水底の掘削等に係る水の濁りの予測は、水底の掘削等の実施により発生する水の濁り

を予測するものであり、評価に対して、合理的に十分対応できる手法である。

*1「拡散式」

予測の基本的な手法は、拡散式を用いるものとし、原則として図－7.6の手順に

沿って、浮遊物質量の濃度及びその拡散範囲を予測する。

工事計画の概要

発生負荷量の算定 ・・・既存資料、類似事例、現地調査

計算条件の設定 ・・・既存資料、類似事例、現地調査（拡散係数、土砂の沈降速度等）

SSの移流・拡散式 ・・・拡散式

図－7.6 浮遊物質量の予測の手順

このとき、予想される工種、対象水域の特性、浚渫・掘削する地盤の土質条件等

を考慮して予測するものとする。以下にシルト以上の粒径の場合の算定例を示す。
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(1) 発生負荷量の算定

既存資料から発生負荷量を算定する場合、主に以下の手法が用いられている。

R
Wｉ＝W０× Qｉ ･････････（解説7.1）

R0

ここで、Wｉ：濁りの発生量（t/h又はt/回）
W０：濁りの発生原単位（t/m3）
R ：土粒子径と汚濁限界流速から求めた現地流速における汚濁限

界粒子の粒径加積百分率（％）
R0 ：発生原単位を算出した条件下の汚濁限界流速から求めた粒径
加積百分率（％）
（通常は、流速７m/sにおける汚濁限界粒子は74μm以下）

Qｉ：取扱土砂量（連続発生源：m3/h，一時発生源：m3/回）

Ｒの求め方

①文献調査結果等から、工事対象海域の流速ｕ(m/s)を求める。

②この流速ｕを汚濁限界流速Ve(m/h)に換算し、図－7.7を基に粒子径(d0)を求め

る。

③工事予定地点の土質資料等から作成した粒径加積曲線（図-7.8参照）から、粒

子径(d0)に対応する粒径加積百分率(R)を求める。

図－7.7 土粒子径と汚濁限界流速との関係 図－7.8 土粒子の粒径加積曲線

Ingersol式

･････････（解説7.2）

Camp式（松田･岩田の実験を基に修正）

･････････（解説7.3）Ve=1.86
g(θ s-θ )

θ
d

Ve=
1.2
1
V
8
f
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R
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0
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0.01 0.1 1
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ここで Vｅ ：汚濁限界流速（cm/s）
V ：沈降速度（cm/s）

（Stokes式） ･････････（解説7.4）

f ：摩擦抵抗係数
ρs ：土粒子の密度(g/cm3)
ρ ：水の密度(g/cm3)
d ：土粒子の直径（cm)
g ：重力加速度（980cm/s2）
μ ：粘性係数（g/cm･s）

既存の調査事例１)によると、以下のような原単位が示されている。

表－7.16 海上工事での浮遊物質量の発生原単位１)

工 種 主作業船 Ｒ(％) Ｒ０ (％) Ｗ０ (t/ｍ3)

床 掘 ・ 浚 渫工 グラブ船 (12ｍ３) 89.2 80.2 38.0 ×10-3

置 換 工 底開パージ（3,300ｍ３積） 4.9 2.3 1.1 ×10-3

盛 砂 工 ガット船 (2.0ｍ３) 4.9 2.3 1.1 ×10-3

中 詰 工 ガット船 (2.0ｍ３) 0.5 2.3 1.1 ×10-3

置 土 工 ガット船 (2.0ｍ３) 23.0 36.5 14.94×10-3

埋立工(浚渫土) 土運船 （400ｍ３） 89.2 36.5 14.94×10-3

埋立工(山 土) 底開パージ （4,000t積） 23.0 36.5 14.94×10-3

注１ 床掘・浚渫工及び埋立工については、汚濁拡散防止膜による除去効果(除去率50％)を

見込んだ。

表－7.17 海上工事での浮遊物質量の発生原単位１)

濁り成分の分類
区分 工 種 濁り発生原単位

山 土 海底土
（地盤改良）
サンドコンパクション工 1,070 kg/日・船 ○

空 同 撤 去 工 64 kg/ｍ３ ○
港 深 層 混 合 処 理 工 2,030 kg/日・船 ○
の サ ン ド ド レ ー ン 工 890 kg/日・船 ○
施 敷 砂 工 2 kg/ｍ３ ○ ○
工 （護 岸）
に 余 盛 土 砂 工 15 kg/ｍ３ ○
係 捨 石 工 1 kg/ｍ３ ○
る セ ル 打 設 工 60 kg/基 ○
も 同 中 詰 工 1 kg/ｍ３ ○
の （埋 立）

直 投 埋 立 工 15 kg/ｍ３ ○
揚 土 埋 立 工 15 kg/ｍ３ ○

連に 浚 渫 工 64 kg/ｍ３ ○
絡係 置 土 工 2 kg/ｍ３ ○
橋る 杭 打 工 6 kg/ｍ３ ○
のも 築 島 工 15 kg/ｍ３ ○
施の 同 撤 去 工 1 kg/ｍ３ ○
工 埋 戻 工 15 kg/ｍ３ ○

V=
g(θ s-θ )
18λ

d2
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表－7.18 海上工事での浮遊物質量の発生原単位１)

Ｗ０ Ｒ74
工 種 船 舶

(t/ｍ３） （％）
床掘工 グラブ船

25.8 ×10-3 94.5
浚渫工 （掘削）

ガット船
中詰砂工 8.31×10-3 57.7

（中詰砂投入）
土運船

土砂投入工 8.31×10-3 57.7
（土砂投入）
サンドコンパクション船

サンドコンパクション工 2.7 ×10-3 5
（砂杭引抜き）
ガット船

石材投入工 3.57×10-3 20
（石材投入）

注 Ｗ０：汚濁発生原単位
Ｒ74：原単位を推定したときの土粒子（74μm以下）の粒径加積百分率

石材については、表面剥離量30％を汚濁発生源とする。

(2) 計算条件等の設定

拡散係数等のパラメータについては、既存資料、類似事例、現地調査により適切

に設定する。

(3) 移流・拡散式

ＳＳの移流・拡散式は、以下の式を基本とする。

･････････（解説7.5）
ここで、C ：浮遊物質量の汚濁濃度（mg/? ）

u,v,w ：x,y,z各方向の流速（cm/s）
Kx,Ky,Kz：x,y,z各方向の拡散係数（cm2/s）
λ ：減衰定数
Q ：発生汚濁負荷量（μg/s）

拡散式は、式（解説7.5）を基本とし、対象とする次元及び時間規模により多く

の基本的なモデルに分類できるが、その主なものは次のとおりである。

・２次元単層非定常モデル

渦動拡散よりも移流・分散効果の大きい潮汐流が卓越した海域、地形の影響が大

きい内湾等に適したモデルで、物質は水平方向に拡散するものとし、鉛直方向は単

層の平均として取り扱う。

･･･（解説7.6）

ここで、ｈ：流体層厚
ｈ＝ζ＋Ｈ
ζ：平均水面から海面までの水位(ｍ)
Ｈ：平均水面から海底までの水深（ｍ）

Ｍ：ｘ方向の質量輸送（Ｍ＝ｈｕ）
Ｎ：ｙ方向の質量輸送（Ｎ＝ｈｖ）
ω：沈降速度(m/s)
α：沈降係数（0<α<１）

∂C
∂t
+u
∂C
∂x
+v
∂C
∂y
+w
∂C
∂z
=
∂x
∂
(Kx
∂C
∂x
)+
∂y
∂
(Ky
∂C
∂y
)+
∂z
∂
(Kz
∂C
∂z
)+Q-κ C

∂t
∂
(hC)+

∂x
∂
(MC)+

∂y
∂
(NC)=

∂x
∂
(hKx･

∂C
∂x
)+
∂y
∂
(hKy･

∂C
∂y
)+Q-ψ α C
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沈降速度ωは、粒径の大きさごとに次の各式で求める。

ｄ<1.5×10－４mの場合

（Stokes式） ･････････（解説7.7）

1.5×10-4m<d<10-3mの場合

（Allen式） ･････････（解説7.8）

ここで、ρs：土粒子の密度（g/cm３）
ρw：海水の密度（g/cm３）
μ ：海水の動粘性係数（cm３/s）
d ：土粒子の直径（cm）
g ：重力加速度（980cm/s2）

沈降係数αは、次により設定する。

VM≦VL1の場合 α=1.0

VL1＜VM＜VL2の場合 α=(WG2-WGM)/(WG2-WG1)

VM≦VL2の場合 α=0.0

ここで、WG1：対象粒子径グループの上限粒子径に対する取扱い土砂の
質量割合

WG2：対象粒子径グループの下限粒子径に対する取扱い土砂の
質量割合

WGM：各時刻、各メッシュの流速を汚濁限界流速とする粒子径
に対する取扱い土砂の質量割合

VL1：対象粒子径グループの上限粒子径に対する汚濁限界流速
（cm/s）

VL2：対象粒子径グループの下限粒子径に対する汚濁限界流速
（cm/s）

VM ：各時刻、各メッシュの流速（cm/s）

・２次元２層非定常モデル

夏季に成層が形成される内湾等での解析に適用される。対象海域の躍層を境に上

下層に分け、各層で物質が水平方向に拡散するとしたモデルで、汚濁物質は上層に

流入し、下層には境界面を通して混合移送するものとする。

（上層）

･････････（解説7.9）
（下層）

･････････（解説7.10）
ここで、 k ：上層・下層間の物質混合係数

W ：鉛直流速（cm/s）
C0：W>0の時C0= C'，W<0の時C0=C

ψ=
g(θs-θw)
18λ

d2

ψ=
225
4 g2(θs-θw)

θw･λ

1/3

d

∂t
∂
(hC)+

∂x
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∂x
∂
(hKx･

∂C
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∂
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なお水底の掘削等に係る水の濁りを予測するには、拡散式を用いることを基本と

するが、解析解による計算、類似事例の引用による手法を用いてもよい。

解析解による計算の事例として、岩井・井上の式を以下に示す。

･････････（解説7.11）

ここで、S ：浮遊物質量（SS）の濃度(mg/? )
q ：単位時間当たりの発生汚濁負荷量(μg /s)
u ：ｘ方向の定常流流速(cm/s)
Kx ：ｘ方向の拡散係数(cm2/s)
Ky ：ｙ方向の拡散係数(cm2/s)
λ ：汚濁物質の減少係数(1/s)
d ：汚濁物質の混合層の厚さ(cm)
K0(η)：第２種ベッセル関数

なお、y=0とし、かつ、Kx=Ky=K、λ=0と仮定するとxu/2K>50の条件のもとでは、

以下のような式となる。

･････････（解説7.12）

*2「予測の不確実性の程度」

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予

測の結果のばらつきの程度により、把握する。

S=
2πd KxKy

q
exp(

2Kx
xu
-κt)K0(γ)

K0(γ)=

γ=
u
2

∞

0 exp(-γ cosh t)dt

Kx
1
(
Kx2
x2
+
Ky2
y2
)

S=

≒

2πdK
q

2d πKux

q

exp(
xu
2K
)･K0(

xu
2K
)
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7.3.6 環境保全措置の検討

１）環境保全措置の検討

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっ

ては、事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減するこ

と及び国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示

されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置を検討す
＊１

る。その検討がアセスメントの手続き中に段階的に実施された場合は、それぞれの
＊２

検討の段階における環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。

２）検討結果の検証

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内

において環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。

３）検討結果の整理

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の

変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響

４）事後調査

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるお

それがあるときは、事後調査を実施する。
＊３

(1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ず

る場合

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合

【解 説】

*1「環境保全措置」

水底の掘削等に係る水の濁りの環境保全措置の例としては、汚濁防止膜の設置及

び濁りの発生が少ない工法の選定が考えられる。

汚濁防止膜の設置は浮遊物質量の移流拡散を防止し、濁りの発生が少ない工法の

選定により発生負荷量の低減が可能となる。

また、施工速度を遅らせることで、単位時間あたりの発生負荷量を低減すること

が可能となる。

*2「段階的に実施された場合」

段階的に実施された場合とは、方法書、準備書、評価書の各作成段階において環

境保全措置の内容が変化した場合が相当する。

*3「事後調査を実施」

予測の基本的な手法として設定している「原単位法」で用いられる係数及び原単

位は、過去の調査等から科学的知見に基づき設定されており、その適用範囲におい
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て用いる場合は、一般的に予測の不確実性は小さいと考えられる。また、汚濁防止

膜の設置や施工速度を遅らせるなど効果に係る知見が明確な環境保全措置を講ずる

場合は、効果の不確実性は小さいと考えられる。したがって、一般的に事後調査の

必要性は少ないと考えられる。
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7.3.7 評価の手法

評価の手法は以下による。

１）回避又は低減に係る評価

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏ま

え、水底の掘削等に係る水の濁りに関する影響が、事業者により実行可能な範囲内

でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境

の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにす

ることにより行う。

２）基準又は目標との整合性の検討

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項

目に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査、予測
＊１

及び環境保全措置の検討の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。

【解 説】

*1「基準又は目標」

水底の掘削等に係る水の濁りにおいて整合を図る基準又は目標は、表－7.19のと

おりである。

表－7.19 整合を図る基準又は目標

環境要素の区分 影響要因の区分 標準的に整合を図る基準又は目標

水 質 水底の掘削等 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46
（水の濁り） 年12月28日環告59号）第１の規定により、環境

省又は都道府県が指定した水域類型に係る生
活環境の保全に関する環境基準

注）環境基本法第十六条には、環境基準について、以下のとおり記されている。
・政府は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を
定めるものとする。
・政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確
保されるように努めなければならない。

整合を図る基準又は目標のうち浮遊物質量（ＳＳ）の環境基準は、表－7.20～7.

21のように定められている。

表－7.20 浮遊物質量の環境基準（河川(湖沼を除く)）

項目 利用目的の適応性 基準値（日間平均値）
類型 浮遊物質量（ＳＳ）
ＡＡ 水道１級・自然環境保全及び 25mg/ｌ以下

Ａ以下の欄に掲げるもの
Ａ 水道２級・水産１級・水浴及 25mg/ｌ以下

びＢ以下の欄に掲げるもの

Ｂ 水道３級・水産２級・及びＣ 25mg/ｌ以下
以下の欄に掲げるもの
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Ｃ 水産３級・工業用水１級及び 50mg/ｌ以下
Ｄ以下の欄に掲げるもの

Ｄ 工業用水２級・農業用水及び 100mg/ｌ以下
Ｅの欄に掲げるもの

Ｅ 工業用水３級・環境保全 ごみ等の浮遊が認められないこと。
注）１自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２水道１級 ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道２級 ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級 ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３水産１級 ：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産
生物用

水産２級 ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級 ：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

４工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの

５環境保全 ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

表－7.21 浮遊物質量の環境基準（湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、
水の滞留時間が４日間以上である人工湖)）

項目 利用目的の適応性 基準値（日間平均値）
類型 浮遊物質量（ＳＳ）
ＡＡ 水道１級・水産１級・自然環境保全 １mg/ｌ以下

及びＡ以下の欄に掲げるもの
Ａ 水道２､３級・水産２級・水浴及び ５mg/ｌ以下

Ｂ以下の欄に掲げるもの
Ｂ 水産３級・工業用水１級・農業用水 15mg/ｌ以下

及びＣの欄に掲げるもの
Ｃ 工業用水２級・環境保全 ごみ等の浮遊が認められないこと。

備考
水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

注）１自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２水道１級 ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道２､３級 ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行う

もの
３水産１級 ：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生

物用
水産２級 ：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級 ：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

４工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの

５環境保全 ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

引用文献

1)（社）環境情報科学センター：環境アセスメントの技術,中央法規出版(株),1999.
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